
　 事業活動に伴って生じたごみのう ち、 菊池市、 合志市、 大津町、 菊陽町で設立している菊

池広域連合の菊池環境工場（ クリ ーンの森合志）及び環境美化センターに搬入できるごみは『 事

業系一般廃棄物』 になり ます。



（ ※菊池広域連合菊池環境工場及び環境美化センターには搬入できません。）


